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社会福祉法人の設立及び運営に関する要綱 新旧対照表 （令和３年４月１日改正） 

改正後 改正前 備考 

社会福祉法人の設立及び運営に関する要綱 

 

第１～第２－２－（６）  略 

 

（７） 次のような場合は公益事業であること（社会福祉事業に該当するも

のを除く。）。 

   ア 法第２条第４項第４号に掲げる事業（いわゆる事業規模要件を満

たさないために社会福祉事業に含まれない事業） 

   イ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する居宅サービス

事業，地域密着型サービス事業，介護予防サービス事業，地域密着

型介護予防サービス事業，居宅介護支援事業，介護予防支援事業，

介護老人保健施設，介護医療院を経営する事業又は地域支援事業を

市町村から受託して実施する事業 

     なお，居宅介護支援事業等を，特別養護老人ホーム等社会福祉事  

業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には，定款上，公益

事業として記載しなくても差し支えないこと。 

   ウ 有料老人ホームを経営する事業 

   エ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業（（ウ）を

除く。） 

   オ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１１２号)第８条に規定する住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅事業 

   カ 社会福祉協議会等において，社会福祉協議会活動等に参加する者

の福利厚生を図ることを目的として，宿泊所，保養所，食堂等の経

営する事業 

   キ 公益的事業を行う団体に事務所，集会所等として無償又は実費に

近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 

     なお，営利を行う者に対して，無償又は実費に近い対価で使用さ

せるような計画は適当でないこと。また，このような者に対し収益

を得る目的で貸与する場合は，収益事業となるものであること。 

 

社会福祉法人の設立及び運営に関する要綱 

 

第１～第２－２－（６）  略 

 

（７） 次のような場合は公益事業であること（社会福祉事業に該当するも

のを除く。）。 

   ア 法第２条第４項第４号に掲げる事業（いわゆる事業規模要件を満

たさないために社会福祉事業に含まれない事業） 

   イ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する居宅サービス

事業，地域密着型サービス事業，介護予防サービス事業，地域密着

型介護予防サービス事業，居宅介護支援事業，介護予防支援事業，

介護老人保健施設，介護医療院を経営する事業又は地域支援事業を

市町村から受託して実施する事業 

     なお，居宅介護支援事業等を，特別養護老人ホーム等社会福祉事  

業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には，定款上，公益

事業として記載しなくても差し支えないこと。 

   ウ 有料老人ホームを経営する事業 

   エ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業（（３）を

除く。） 

   オ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１１２号)第８条に規定する住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅事業 

   カ 社会福祉協議会等において，社会福祉協議会活動等に参加する者

の福利厚生を図ることを目的として，宿泊所，保養所，食堂等の経

営する事業 

   キ 公益的事業を行う団体に事務所，集会所等として無償又は実費に

近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 

     なお，営利を行う者に対して，無償又は実費に近い対価で使用さ

せるような計画は適当でないこと。また，このような者に対し収益

を得る目的で貸与する場合は，収益事業となるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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改正後 改正前 備考 

 

 

３～第４－１－（３）  略 

 

（４） 次に掲げる者は，評議員又は役員となることはできないこと（法第

４０条第１項及び第４４条第１項）。 

   ア 法人（同項第１号） 

   イ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な

認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができない者（同項第２

号及び社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第２８号。以下「施

行規則」という。）第２条６の２） 

     なお，「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって

必要な認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と

は，法人の財産を管理・処分できない程度に判断能力等が欠けてい

る者等が該当すること。 

   ウ 生活保護法，児童福祉法，老人福祉法，身体障害者福祉法又は法

の規定に違反して刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受

けることがなくなるまでの者（同項第３号） 

   エ ウに該当する者を除くほか，禁固以上の刑に処せられ，その執行

を終わり，又は執行を受けることがなくなるまでの者（同項第４号） 

   オ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当

時の役員（同項第５号） 

 

  以下略 

 

   附 則 

  この要綱は，令和３年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～第４－１－（３）  略 

 

（４） 次に掲げる者は，評議員又は役員となることはできないこと（法第

４０条第１項及び第４４条第１項）。 

   ア 法人（同項第１号） 

   イ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な

認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができない者（同項第２

号及び社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第２８号。以下「施

行規則」という。）第２条６の２） 

 

 

 

 

   ウ 生活保護法，児童福祉法，老人福祉法，身体障害者福祉法又は法

の規定に違反して刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受

けることがなくなるまでの者（同項第３号） 

   エ ウに該当する者を除くほか，禁固以上の刑に処せられ，その執行

を終わり，又は執行を受けることがなくなるまでの者（同項第４号） 

   オ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当

時の役員（同項第５号） 

 

  以下略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の意味を説

明する文章を追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則の追加 
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改正後 改正前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印廃止 
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改正後 改正前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印廃止 
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改正後 改正前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印廃止 
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改正後 改正前 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印廃止 
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